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会議録 

会 議 の 名 称  平成２５年度清須市防災会議 

開 催 日 時  平成２５年８月２３日 

開 催 場 所  清須市役所本庁舎３階 大会議室 

議 題 

(1)清須市地域防災計画の見直しについて 

○清須市の被害想定について 

・愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査 

・中央防災会議作業部会 南海トラフ地震最終報告の提言 

・原子力災害対策計画について 

(2) 平成２５年度清須市総合防災訓練について 

(3) 平成２５年度市の防災行政について 

会 議 資 料 

資料１ 清須市地域防災計画の見直しについて 

資料２ 平成２５年度 清須市総合防災訓練について 

資料３ 平成２５年度 防災関連事業計画について 

公 開 ・ 非 公 開 の 別 

(非公開の場合はその理由) 
 公開 

傍 聴 人 の 数 

(公開した場合) 
 ５人 

出 席 委 員 

加藤会長、山岡専門委員、高木委員、浅田委員、広浜委員、

鈴木委員、内田委員、齋藤委員、田中委員、永田委員、

村瀬委員、小川委員、平松委員、青山委員、天野委員、

武藤委員、浅野委員、大嶋委員、岡山委員、柴田委員、

塚田委員、加藤委員、岩田委員 

欠 席 委 員  片田専門委員（群馬大学大学院教授） 

出 席 者 ( 市 )  なし 

事 務 局 

 〔総務部 防災行政課〕  

鷲見部長、大橋次長兼課長、三輪課長補佐 

後藤副主幹、竹嶋主任、梶木主事、中村防災官 
会議の経過（要旨） 

●事務局 

皆様方こんにちは。 

お暑い中ありがとうございます。 

定刻より少し早いですが、皆様お揃いですので、始めさせていただきたいと思います。

ただいまから、平成２５年度「第１回清須市防災会議」を開会いたします。 

 私は、本日司会を努めさせていただきます、防災行政課長の大橋でございます。よろし

くお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、委員の出席状況につきまして、ご報告させていただきます。 

本日の会議は、委員の過半数以上の方が出席されております。全員出席でございます。



従いまして、清須市防災会議条例第５条第２項の規定によりまして、本会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

なお、本日は、清須市付属機関等の会議の公開に関する要綱第３条の規定によりまして、

公開会議となっていますので、よろしくお願いいたします。 

【傍聴人各位におかれましては、同要綱第６条第４項の規定により、お手元に配布いたし

ました遵守事項に従っていただきますようお願い申し上げます。】 

会議に先立ちまして、今年度から新たに委員になられました西枇杷島警察署長高木様始

め、９名の方につきましては、「清須市防災会議条例第３条」の規定に基づきまして、新

たに市長より委嘱させていただいております。委員の任期は、平成２６年３月３１日まで

でございます。委嘱状につきましては、市長より交付させていただくのが本来でございま

すが、時間の都合上、机の上に置かせていただきましたので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、ただ今から、清須市防災会議を開催いたします。開催にあたりまして、清須

市防災会議会長でもあります、加藤市長から挨拶申し上げます。 

●加藤会長 

 はい。皆様方改めましてこんにちは。大変毎日猛暑が続いております。そういう中でご

ざいますが、本日は平成２５年度の第１回の防災会議を開催させていただきましたが、皆

様方大変ご多忙の中ではありますが、ご出席いただきました。誠にありがとうございます。

本会議には、本年度から自主防災会から大嶋様と岡山様に防災会議委員に加わっていた

だきました。よろしくお願いを申し上げます。さて、先般５月３０日に愛知県が南海トラ

フの巨大地震による県内市町村の被害想定を公表いたしました。清須市においても甚大な

被害が想定されております。このことにつきましては、あとで山岡教授からお話を承りた

いと思っております。また、名古屋市の上水道局様とそれから、中部電力様、東邦ガス様、

NTT様それぞれからは、災害対策についてのお話がいただければと思っております。この

ような中、市民の安全安心を確保するためには、日ごろより防災機関が有する全機能を有

効に発揮して災害の予防に心がけ、いざ災害が発生したときに迅速な応急対策や、復旧活

動などの体制を充実していくことが、重要な責務だと考えております。もちろん、これら

の活動には、行政機関のみによって実行されるものではなく、市民の皆さん一人ひとりが

自らを守り、共に助け合うということがとても重要となってきます。多様な局面で、多様

な活動を円滑に行うためには、それぞれの活動の担い手となりうる、あらゆる組織及び個

人の力、地域の総合的な防災力として最大限生かさないといけないと考えております。本

日の会議は、市の防災体制を強化していくための議題が盛りだくさんとなっております。

委員の皆さんには率直なご意見をいただいて、災害に強い安全で安心な街づくりに向け

て、なおいっそうのお力を賜りますことを、お願いを申し上げまして、簡単ですがごあい

さつと代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

●事務局 

 ありがとうございました。それでは、これより議事に入りますが、本日配布いたしまし

た資料のご確認をお願いします。 

資料１から資料３までを読み上げる。 

それでは、会議に入らせていただきます。会議進行につきましては、会長であります市

長さんの方からお願いをいたします。 

●加藤会長 

 それでは、この会議の進行を努めさせていただきます。 

ただ今から、議事に入ります。 

はじめに、議事（１）でございますが、清須市地域防災計画の見直しについて、事務局か

ら説明をお願いします。 

●事務局 

（事務局より資料１の説明） 

●加藤会長 



 ただいま、協議事項の１について説明が終わりました。 

 それでは、ここで専門員として名古屋大学大学院の地震・火山研究センターの教授の山

岡先生からご指摘いただいているので、中央防災会議作業部会の南海トラフ地震最終報告

についてお話いただければと思います。先生ひとつよろしくお願いします。 

●山岡専門委員 

名古屋大学の山岡と申します。よろしくお願いいたします。お手元にございます、Ａ３

の一枚ものですけども、「南海トラフ巨大地震対策について最終報告概要」をまずご覧く

ださい。内閣府のワーキンググループの報告書は基本的にはウェブでダウンロードができ

ますが、全部プリントすると大変厚くなりますので、概要版内容ということでこの１枚で

まず説明させていただきまして、もしご興味がありましたら、どなたでも閲覧できますの

でご覧ください。まずは、この１枚もので簡単に説明をさせていただきます。まずは、南

海トラフ巨大地震発生するといったいどんなことが起きるか、いくつか簡単に書いてござ

います。一言で言えば、従来想定されていたというか、考えられていたものとは、非常に

質的に変化が全く異なるものが発生する。その最大の原因は、○がいくつか書いてござい

ますけれども、まず、広域かつ甚大な被害、非常に広い範囲で被害があり、その中で人的

被害はもちろんのこと建物被害があり、ライフライン被害、インフラ被害が発生する。そ

ういうことによって、避難をされる方も非常にたくさんになる。それから、被災地が非常

に広いものですから、全国的に生産、産出活動などの産業に多大な影響が及ぶ。さらに、

交通網の寸断等で食糧、飲料水及び生活物資の不足が想定される。さらに東北の地震でも

ございましたように、電力、燃料等のエネルギー不足が想定されます。発電所が愛知県の

場合には、伊勢湾の沿岸にあるということで止まるということも考えられますので、電力、

燃料との不足もありうる。それから、帰宅困難者多数の孤立集落の発生等、最終的な復旧

復興には従来想定していたよりも、ひょっとしたら長期期間掛かるかもしれないというの

が全体の特徴でございます。そいうものを踏まえて、どういう風にしたらいいかというこ

とがその後からずらずらと書かれておりまして、先ほど、市の担当の方から提言の骨子と

いう形で示されておりますけども、具体的に言うとそのようなことをしていく必要があ

る。ということでございます。特に清須市は、真ん中の主な課題と課題への対応の考え方

のうち（２）（３）辺りを中心にして考えるのが重要ではないか、という風に思っており

ます。津波は直接被害が来るということはございませんので、２番目の、例えば、各般に

わたる甚大な被害への対応ということで①のまず被害の絶対量を減らす、被害が出てから

対応するよりはまず、事前に被害を減らしておくことが大事となります。２つ目は、経済

活動の継続をする、通称ＢＣＰとかＢＣＭと呼ばれているように、耐震は住宅だけでなく

事業所なども含めて対策をとり、仕事も継続できるようにしておくこと、さらにライフラ

イン、インフラ非常に重要ですので、そういうものの早期復旧に繋がる対策は、あらかじ

めしておくことが大事であるということがここに書かれてございます。さらに、超広域災

害となる可能性が非常にありますので、従来のようにひとつの比較的狭い範囲が被害を受

けるというわけではなくて、広い範囲で被害を受けますので、従来想定していたような、

国の支援、公共団体間の応援のシステムがひょっとしたら、うまくいかなくなる可能性が

あるということになります。ですので、個々市町村間で応援の対応がされているところで

はございますけども、日本全体としても整合性のとれる広域支援の枠組みが必要であると

いうことが書かれております。その次に避難所のトリアージということでややショッキン

グなことが書かれておりますけども、とにかく大丈夫という方はできるだけ自分で自分の

面倒を見る。どうしても人に面倒を見ていただけなければいけないという方から優先順位

をつけていろいろな対応をしていかざるを得なくなるのではないかというのが、この３つ

目。４つ目はいろんな意味ですけれども、被災地域はまず地域で自活する、つまり広域災

害にわたるので他から助けが来ない、すぐには来ないと言ってもいいですけど、一週間く

らいは来ないというふうに考えたほうがいいというのがここの趣旨となります。そのた

め、先ほどの提言の骨子のところの④のところに一週間分以上の食糧を備蓄してほしいと

いう今まで３日で済んでいたのになぜ一週間かということで、大変な話になるわけです



が、そのような覚悟も必要であるというようなことが言われてございます。記者会見のと

きもワーキンググループの座長である河田先生が開口一番に一週間分家庭で何とかして

くれという風におっしゃっておりますので、これは非常に広域災害のときには、キーポイ

ントになるという風に考えられております。その他、ここに書かれておりますことをご覧

いただければと思いますので、ここに関してはこれで説明を終わらせていただきます。そ

の次に、Ａ４の方で南海トラフ巨大地震に関する国の動きということですけども、この

ワーキンググループかそれ以外の国の組織で、どのようなことが提言されたか簡単にお話

したいと思います。一枚めくっていただきまして、国の動きを少しまとめたものがそこに

ございます。国の地震に関係する組織といたしましては、１つは内閣府防災担当がござい

ます。もう１つが地震本部です。内閣府は防災の元締めで、地震本部というのは地震に関

する調査研究の元締めとなってございます。内閣府の方では南海トラフの巨大地震の被害

想定や予測可能性の調査というものが公表されました。地震本部では南海トラフに関しま

しては、今後３０年間でどのくらいの確率で起きるかといったような長期評価の見直しが

この間行われております。１，２枚めくっていただきまして、内閣府ではどういったこと

が行われたか簡単にお話をしますと、そこに書いてございますような被害想定項目につい

て、南海トラフ巨大地震最大クラスの巨大地震が発生したときの想定を行っております。

それの端的な例がその１枚めくったところにございますが、冬の夕方風速８メートルとい

う比較的条件の悪いときに、条件の悪いような地震が発生した場合にはいったいどうなる

かっていうことが、そこに書いてございます。それで、上半分が建物被害、下半分が人的

被害でございますが、全国と愛知県というものを少し比べてみます。比べてみますと愛知

県の被害の特色がよく見えてございますので、そこに上に書いてございます。建物被害は、

全国は、１３０万棟でこれ揺れによる全壊が約１３０万棟ですから愛知県は２４万３千棟

で全国のうち約１８％。液状化に関しましては１３万棟のうち２万３千棟ということで１

７％。で、津波が１４万６千のうち２千６百ですから比較的被害は少ない。それから急傾

斜地崩壊も愛知県の地形からすると比較的被害は少ないですが地震による火災、地震火災

による焼失は７５万のうち１１万９千ということで、１６％。これは、被害として大きい

分類です。ですから愛知県の被害の特色としては、揺れによる被害、液状化による被害さ

らにそれらによる火災による被害がというものが非常に大きいというのが現れておりま

す。ですから愛知県、もちろん清須市もそうですけれどもこちらの対策はこういったこと

を念頭に置いた対策をするということが重要となってまいります。一方人的被害に関しま

しては先ほど建物被害がそのぐらい多いということですので、全体の中では建物倒壊によ

る死者の想定が一番大きくなってございます。ということ。ですので、やはり建物による

被害をできるだけ減らすということが愛知県の被害を減らすことのもっとも効果的な方

法となるということです。これは最大クラスでございますけれども、もう少し小さい地震

が起きた場合でもこの傾向はおそらく変わりませんので、対策としては基本的に同じこと

だという風に考えていただければと思います。次が、一枚めくっていただきますと、例え

ば対策がきちんとする一体どのくらい効果が出るかということも言われてまして、１０

０％耐震化で家具固定なされるとどうなるか。さらに発災後すぐに避難を開始するとか、

津波に関しては、津波避難ビルを活用するとか、さらに初期消火率建物から出火した時の

初期消火というのが非常に重要ですので、初期消火率の向上がされたときにはどのくらい

減るかということですが、建物被害は８万２千が１万５千、火災あの、２つ目３つ目４つ

目の火災は１万棟が３００棟ということで、耐震化を進めることあるいは、初期消火率向

上ということで、被災家屋がかなり減ると、全体としては５分の１程度に減ってくるとい

うことになります。で、そのように対策が急がれるわけです。一方で、いったん地震が起

きますとライフラインの途絶がある確率で起きまして、それによって復旧復興が遅れると

いうこともございます。それにつきましても国のワーキンググループで想定が行われまし

て、一枚めくって頂いたところに、上下水道、電力、都市ガス、固定電話、携帯電話といっ

て、今日お見えに来ていらっしゃるところの会社の担当される各部が、どういった被害を

受けるか想定がされてございます。で、この色は、線が地域によってどう違うかというこ



とですが、東海地域はこのブルーのラインで見ていただければと思います。地震発生後、

何日間不都合が続くかということが書いてございまして、数字が大きいほど割合が高いと

左上の上水道に関しましては、直後は９割くらい断水しますが、１週間くらいするとそれ

が半分くらいになって徐々に減っていくということ、下水道は比較的復旧のスピードは早

いと、電力は大体３，４日４，５日でほぼ復旧をする。一方都市ガスは復旧の速度はそれ

に比べるとかなりゆっくりであるということがここにございます。書いてあります。固定

電話、次のページ固定電話と携帯電話でございますが、固定電話は直後の不通は多いです

けれども、４．５日で復旧をする。携帯電話は直後の通話は、あまり障害はないんですけ

れども、１日くらいあとに障害が発生し始めてまた戻る。この１日２日後の障害というの

は基地局の停電によるものというふうに言われてございます。 

このように、このライフラインによって障害の時間変化が変わっていくということも想定

されてございます。で、その次一枚めくっていただきますと、これは私が座長をやってお

りました南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査部会、地震に関しては予

知して避難するということも１９７０年代ぐらいから東海地震は対応がとられてござい

ますけれどもそういったことが南海トラフ全域において果たしてできるのかということ

をまず科学的に調査すると整理をするということがまさに言われました。一言で言うとそ

れほど精度よく予測をすることは難しいというのが、現時点では難しいということが一

つ、しかしながら、観測をきちんとしておけばある種の異常が発生することはあるかもし

れなくって、その場合には警報までいきませんけども、情報を出すということは可能かも

しれない。今まで絶対予知できそうだという東海大地震では思われていたわけですけど

も、かならずしもそうゆうのは現在の科学ではサポートすることは難しいというような結

論が出てきております。次は、２枚めくっていただいたところがじゃあ南海トラフの巨大

地震がいったいどのくらいの確立で起きるのであろうかということが書かれています。１

４ページ、これまずあの、歴史記録から見た震源域の多様性というところでございますけ

れども、これは、過去１４００年から１５００年くらい前から南海トラフでいったいどの

ように地震が起きてきたのかということが書いてございます。縦が時間で横軸が、地域に

なりますけども横に赤い棒が何本か引かれておりますが、その赤い棒が引かれた範囲で地

震が発生したというように読んでいただければと思います。最も新しい地震が１９４４年

と４６年の昭和の地震です。それは比較的小さな規模で１番端と左の端が短くなってござ

います。１８５４年の安政の地震は土佐、四国の西から伊豆半島の先位までが震源域に

なったものでございます。１７０７年の宝永の地震というのもほぼ同じですけれども、規

模的にはこの地震が最も大きかったという風に考えられてございます。それより前に多く

の地震がありまして、平均期間としては大体９０年ぐらいから１５０年ぐらい間隔で起き

ているという風に思われます。古いほうは２００年とかそのくらいの間隔もございますが

古くなると戦乱等のいろんなもので記録がなくなったりすることもありますので、１５０

０年以降というか江戸期以降がおそらく記録としては確実だろうということで期間とし

ては１００年前後の間隔で起きるということでございます。で、ここであの重要なことは、

一つは西暦６００年以降いわゆる内閣府が想定をしている最大クラスというものが発生

していないということが、一つ重要なポイントとなります。これは何を言ってるかといい

ますと内閣府の言ってる最大クラスは次に必ず起きるというものではなくて、１０００年

に一回よりは頻度は低く、ひょっとしたら２０００年に１回ぐらいかもしれないというよ

うな頻度のものです。ですから、最大クラスの巨大地震が起きる可能性は確率としては１

割以下ぐらいである。しかし、こういうことが起きるということも頭に置きつつ対策を

とって、具体的には対策目標レベルという現実的な被害を想定して計画を立てるというこ

とが重要であるということに繋がるわけでございます。最後の一枚で、次の地震までの間

隔がどのくらいか。従来３０年間で６、７０％という風に言われてまいりましたが、これ

も２つの考え方がありまして、平均的な間隔約９０年から１５０年間隔というふうなもの

を基に計算をすると次の地震までは４、５０年あるというような計算にもなります。ただ

し、大きな地震の後は、長い時間が空いて小さい地震の後にはあまり時間が空かないとい



うような考え方に基づくと、次の地震までは２，３０年ぐらいしかないというような形に

もなります。昭和の地震は過去の地震の中で最も小さい分類でしたので場合によっては、

あまりそのあとの休み時間が長くないとかもしれない、安政の地震から９０年でしたの

で、それよりも短いとすると例えば８０年だとするとあと残り時間１０年しかないという

ようなこともございますので、防災上は次の地震までにそれほど時間がないとして、今後

３０年間で６０％という想定で進めていくことが妥当であろうという結論になってござ

います。以上があの南海トラフ巨大地震に関する国の動きについての説明を終わらせてい

ただこうと思います。どうもありがとうございました。 

●加藤会長 

はい。ありがとうございました。それでは、始めに本日ご出席の４名の自主防災会の本

部長さんから一人ずつご意見を頂戴したいと思います。始めに、武藤委員お願いします。

●武藤委員 

武藤です。よろしくお願いします。私の自主防災のところのものでよろしいですか。 

●加藤会長 

全体でいいです。 

●武藤委員 

あまりにも大きな話だったものですから、いきなり言われても質問が浮かびません。考

えてからまた。 

●加藤会長 

それでは次に浅野委員さん何かございましたら。 

●浅野委員 

はい。この地震のことで、われわれが住んでいる地域で、私が一番心配しているのは、

液状化現象で地盤が沈下してしまうことです。ずっと昔から言われておるのが、清須全体

が砂地の土地で、それが液状化やら今度逆に空洞化になったときに、地盤沈下して、その

分だけ倒壊というより、大きな穴が開いて中に落ち込んでしまうということが、そういう

ことにはならないか、というのが一番心配なんです。 

というのは、われわれの地域は、もろいところでは十分水が出ます。ところによっては

われわれの住んでいるところが西田中なんですけど、５０ｃｍくらいで畑なんかでも、下

から水が出るところがあるんです。そういうことを考えますと、昔から年寄りに言われて

いて、地震でも一番怖いのは地滑りみたいになって、地面が大きく落ち込んだときがどう

いって表現したらいいかわかりませんけど、そういうのは、今いったいどの用に考えして

いるかお聞きしたいなと思いましてね。 

●山岡専門委員 

具体的にどこが液状化しやすいか、というのはたぶん県のほうで想定がされていると思

います。また、全体が出てきたときに市のほうから解説がいただけると思いますが、一般

論としては、液状化というのは読んで字のごとく地盤が液体のようになるということで

す。つまり、地下にある軽いものは浮き上がって地上にある重いものは沈むと、さらに地

盤の中の砂と液体が分離をしまして、液体が地上に出てきてしまいます。その分だけ地盤

が縮むというような、その３つの作用があります。ですから、家屋にとってもっとも大変

なのが、家は重いものが地上より上に出ていますから沈みます。で、液状化の対策ができ

るかという問題、先ほど穴がすごい開いて落ち込むということは、たぶん地下にそういう

ものがないため、そういうことはないと思いますけれども、一昨年の地震で東京都と千葉

県の方で家が沈むということは場所によっては当然ありうる話で、きちっと建物の基礎が

できていれば、それで人が死ぬことはない。めったにないということです。ということが

１つのポイントです。しかしながら家が傾いたりすると、その後が大変なことになる。で

すからそれは事前に対策ができるのかどうかこちらもコストだけの問題で、現段階では、

事前に対策をしても傾いてから直すということもあまりコスト的には変わらないという

話もございます。ただ、これも技術、日進月歩です。事前に対策を立てたほうが安くあが

るかもしれません。 



そのあたりは様子を見ながら考えていただくことも必要となります。それから、新しく

家を建てる時には、すでに建ててしまったものに対する対策に比べると圧倒的に安くでき

ますので、新たに家を建てられる場合には地盤の対策をするかどうかを一応考慮したほう

がよいということで、そういうことによって全体に液状化の家の対策はできるということ

となります。もう一つは、ライフラインの問題があって例えば鉄筋コンクリートのマン

ションのようなものでも、マンションそのものは基礎がしっかりしていますから液状化の

被害を受けることはないですけどが、地盤が縮みますので、マンションに入り込んでいる

ライフラインが壊れるということがございます。そうすると、結構長い間水が出ない等不

便になるため、その対策は事前に考えておかなければならないというのが一般論として

は、そういうこととなります。 

●浅野委員 

はい。ありがとうございました。 

●加藤会長 

それでは、次に大嶋委員さんお願いいたします 

●大嶋委員 

私も今浅野委員さんと同じで液状化の現象のことをお聞きしたかったのですが、山岡先

生の方からお話があったため、もう一個違う方向からお聞きします。 

いざ、有事が起きたときに今避難所の開設訓練というのを今、自主防のほうで考えてい

るのですが、それに関して実際の避難所での本当にやらなくちゃいけないポイントのとこ

を少しお伺いしたいです。 

それと同時に僕はそれをやるに一番重要なのは、日ごろから地域の皆さんとのコミュニ

ケーションをとれば少しはスムーズにいくかなとそういうふうに思ってはいますが、その

点はどうでしょうか。 

●事務局 

避難所の開設につきまして事務局のほうから少し説明させていただきます。 

今年度皆様、自主防災の方に避難所運営マニュアルというものを配らせていただいたと

ころではございます。最初に避難所の運営にあたりましては、やはりそこの避難所にお見

えになる方をどう受け入れるかということが、ポイントになってくるかと思います。 

それにつきましては、マニュアルの中では名簿をきちっと確認していただいて、どなた

がどういう状況で家族がどういう状況であるかという名簿を、作っていただきたいと思い

ます。いろんな方がお見えになる。どういうふうに入っていただくかというようなことも

重要なポイントになるのではないかと考えております。 

あと、短期の場合は、すぐ終わるため食糧うんぬんという問題は出てこないとは思いま

す。長期になった場合、避難所をどう安定的に運営するかというところで、そこに避難を

されてきた方々と、そこにみえる自主防災等の役員さんたち、それから市の職員もそこに

は行きますが、市の職員としては数限られた職員しかいません。 

そこに見える役員さん等で組織を作って、どのようにみなさんが安定した避難所生活が

できるかということを考えていただくと、いうことになるんではないかと思います。マ

ニュアルにも書いてありますように、そのような形たちで、やはり町内の自主防災会のみ

なさんでこういうパターンが起きるのではないかというようなことも議論していただい

て事前対策をしていただくのがありがたいなと思っております。以上です。 

●大嶋委員 

ありがとうございました。 

うちの方の自主防は来週また役員会あります。今のことをまた、参考にして議題のほう

をやっていきます。ありがとうございました。 

●加藤会長 

はい。それでは今度は岡山委員さんお願いします。 

●岡山委員 

どうも。私、清須の中でも北部にあります、春日というところの一応自主防災会をやっ



ているおり、現状質問じゃなくて、現状今うちがやっている各部でお話をしたいのですけ

ど。従来、市の方でやってみえる大型化で、地区に推進作りを進めまして、各人員配置な

どをしてやっています。 

しかし、まだ現状、例えば有事のあった場合に、迅速に行動できる人員配置、また迅速

に動くような人がまだ周知されていない。これを昨年度、今年度かけて先ほど先生が言わ

れたとおり自助・共助・公助とありますけど共助の部分で、しっかりやってきたいという

覚悟です。あくまで防災備品関係の補助関係は、地区によって、さまざまな点があります。

その辺の見直し、それと、あとできるだけ、今回の訓練でも、共助を一応主体としており

ます。やっぱり液状化、また家がかなり老齢化しております。倒壊、火事が多いと思いま

す。 

今は、消防団の方に主体でお願いしており、それを地域住民の方でサポートしていただ

いて、僕らだけでできるような感じで訓練主体を今週の日曜日にありますけど、訓練でそ

のような格好でやっていきたいと思います。 

住民のみなさんからいろんな話を伺ったときに、例えば、要支援だとか要介護それから

高齢者の一人暮らし関係の避難誘導関係について人によっていろんな見解がありまして、

個人情報関係の問題があります。その辺のとこで悩むとこがあります。どの範囲まで例え

ば安全誘導をできる人を選定したら良いか。あと避難場所関係で現状春日には、４つの場

所があり、以前の東海豪雨とかで避難できない通路もありまして、地区の僕らの方の新し

いコミュニティーセンター、これは鉄筋コンクリートの２階建てで耐震関係はかなりある

と思うんです。そういうのも、例えば避難場所としてうんぬんということも言われていま

す。 

その最後の２点くらい、もしできたら一番知りたいのは要支援要介護関係の避難誘導に

あたって、どこまでの人でどんなような情報まで伝えたら良いかということをお聞きした

いです。 

●加藤会長 

はい。事務局。 

●事務局 

はい。まず災害時要援護者の関係でございます。こちら今日の資料で少し仕組みを入れ

ておきました、新聞ネタの３ページ目右側です。右側に表題として自力で避難が困難な高

齢者や障害者の名簿の作成と活用の推進、これは国の方から提言があったところで、今ど

うなっているかという現状からご説明します。 

要援護者、本市全体で今年の５月現在ですけども１，３００人ほどの方がみえます。条

件としては７０歳以上の一人暮らしの高齢者の方、あるいは同じく高齢者世帯の方、在宅

の要介護高齢者、介護度は３～５です、身体障害者の１級～３級の方、知的障害者の方、

またはこれに準ずるとういことで、全体で１，３００人ほどであります。 

７月と１２月について今人の出入りもあるものですから、そこの名簿の整理も年２回行

うことになっております。そこの仕組みのとこですが今、地域の方々に災害時要援護者、

自主防災組織の中にこういう班を作りましょう。その方たちが、中心となってこういう高

齢者の方に声掛けを行う。あるいは場合によっては一緒に逃げる。通常はこういう平時に

声をかけて「おはよう」とか「こんにちは」と言って安否を気遣う、確認しあう。こうい

う仕組みを作っていこうということで今進めております。どこまでというお話が一番難し

くって、急に地震が起きてから自分の安全が確認できれば、かなりお手伝いすることは可

能であろうと、逆にそうではなくて危険が差し迫っているとき、例えば堤防が決壊して水

が来るとか、たまたまここは津波がないため良いですけども、差し迫っているときは、早

く情報を伝える、というのが限界かもしれない。そのときと場所によって違って、そのと

きできる最善を尽くすという答えしかないです。これは片田教授の釜石の子どもことで

言ってますが、そのときそのときで最善を尽くすことしかない。否定して仕切れないとい

うことだと思います。ですから、一番最初にやっていただきたいのは逃げるという声掛け

をしていただきたい。危険が差し迫ったときには、早く逃げましょう。避難しましょう。



こういうことを勤めていただきたいなと思います。あとはその時々の状況によってお手伝

いすることはケースによって変わってくるのではないかなと思っております。 

●加藤会長 

岡山さんよろしいでしょうか。 

●岡山委員 

いいですか。今の件もそうですけど、例えば災害時要支援者班というものがあります。

例えばその人たちに情報を開示しないといかんものですがその辺のとこで、どんなような

方まで開示していいかということをお聞きしたいのですが。 

●事務局 

はい。その件につきましては、台帳というのは全ていろんなことが書いてあります。一

覧というものを昨年度から、市の社会福祉課のほうで一覧表というものを作っておりま

す。やはり事前に役員さん達がどこまで知っていいのかというのが問題になってくるかと

思います。 

その辺のとこにつきましては、情報の開示というところの中で、一覧表にある、記載の

ある範囲内であれば、役員さんたち、自主防の関係者の人たちは、知った上で対応してい

ただくことができるのではないかなという見解を頂いております。そこで情報共有をして

いただければなと思っております。 

●加藤会長 

はい。岡山さん。自主防災の中で今担当のほうから申し上げましたけど、要援護者台帳

というのがいっとるはずです。その中で、この方の要支援はこの方とこの方がやるという

システムになっとるわけで。そういうふうになっていないと名簿が配布されていてもなに

もならないということです。 

●事務局 

一応そういう方を指定していただいてる名簿にもなっているかと思います。また、なっ

ていないところもあるかと思いますが、今ここで言うグループという考え方もあり、自主

防災全体で考えていただく、そして、指定をしていただいた支援の方と併せて行っていた

だく方向になっているかと思います。 

●加藤会長 

じゃあ、そういう取り組みをお願いしないと、ということだね。 

それでは、委員の皆さん方に質問していただきました、その他委員さん方でどなたでも結

構ですが、ご質問等ございましたらご発言をお願いします。 

●武藤委員 

よろしいですか。あと要望なんですけど、私たちの地域は、堤防で囲われた輪中みたい

なところです。それで、今自主防災会でも垂直避難というと色々謳っているんですけど、

堤防の高さは一番低いところで５ｍ新川堤防ですけど、あの線に沿ったラインを中部電力

さんの電柱に貼らせていただけないかなということをお頼みしたいんですけど、そういう

ことはできますか。 

●加藤会長 

はい。中電さん。 

●加藤委員 

今色々津波等で、港区とかあちらのほうでご要望いただいており、電柱の表示というこ

とで事務局の方で調整させていただいて、すでに、港区とか知多半島の、そういったお話

も頂いております。このため、そういうご協力はさせていただけるところはあります。た

だ、別に別途また市役所さんの方とそういう話しがありましたらご相談させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

●武藤委員 

その節があれば本当によろしくお願いします。 

●加藤会長 

はい、どうですか。その他にありますでしょうか。 



●各委員  

（質問なし）  

●加藤会長 

なければ、次に進ましていただきます。それでは、次に名古屋市の上下水道局長さんそ

れから東邦ガスさん、中部電力さん、ＮＴＴ西日本東海さんそれぞれの会社の防災対策に

ついて、お話がいただければと思っております。最初に、名古屋市水道局の中村営業所長

さん柴田様お願いいたします。 

●柴田委員 

名古屋市上下水道局中村営業で所長をしております、柴田でございます。よろしくお願

いいたします。それでは、座って説明させてもらいます。 

私ども、名古屋市の上下水道事業ということで皆様にご協力いただきまして、本当にあ

りがとうございます。私どもの営業所、中村営業所と清須市さんにつきましては、もう一

つ北部管路センターという同じ、私どもの上下水道局の中の組織があって、水道事業を行

わせていただいております。お客様の窓口が私ども中村営業所ということでございます。

名古屋市が上下水道局で、地震の関係ということでございますが、地震対策は重要な課

題だと捉えさせていただいております。その中で色々な施策を行っているところでござい

ます。一例としまして、浄水場などの基幹施設いわゆる重要施設と呼んでおりますものに

つきましては、個々の施設の耐震化ということを主に取り組んでおります。 

それだけではなくて、浄水場などのいわゆる基幹施設を結ぶ、いわゆる管路といってお

ります無線化とか、あるいは長時間の停電に非常用の発電設備といって停電対策を通しま

して、システム全体の耐震化というものを今進めているところでございます。また、先ほ

どからお話がありました、大規模な地震の発生のときの、給水が確保できるように、配水

管の耐震化の方の構築を目指しております。全給水区域内の配水管というのは、面的な耐

震化というのは進めてはいますけど、なかなか限られた財源でございます。このため、あ

る程度優先順位をつけさせていただいて、進めておるところでございます。特にルートの

耐震化としましては、応急給水施設などへの耐震化を図っているところでございます。清

須市さんで申しますと、清須市役所さん、それから西枇杷島庁舎さん、それから清洲支所

の三箇所に、応急給水施設を整備させていただいておりまして、もし、発災ということが

ございますと、私どもの営業所の職員がこちら三箇所のほうに出向きまして、仮設の給水

栓というものを建てさせていただいて応急給水をするというような段取りを組んでおり

ます。こういったハードの整備に加えまして、ソフト面整備の方にも取り組んでおります。

地震発生となりますと応急活動の強化ということで、東日本大震災もそうでしたけど、私

どもでも、他都市との応援協定というのをそれぞれ締結をしております。その実効性を確

保するために、毎年合同の他都市との防災訓練というものも実施しております。地震が発

生しましても、私どもの上下水道、こちらについて申しますと水道事業になります。継続

と、早期復旧に向けた事業の継続計画、俗にＢＣＰと呼びますものの、策定をして取り組

んでいるところでございます。 

話が変わりますが、先ほどから備蓄の話も少し出ております、私ども毎年期間限定で、

飲料水の備蓄という呼びかけの一環で、今年の７月下旬から１０月いっぱいということで

災害用備蓄飲料水、名水と呼んでおりますが、こちらのほうを製造、販売をし、ＰＲと皆

様の意識啓発ということでやらさせていただいております。こういったふうに施設のハー

ドの面とそれからみなさんへの呼びかけというソフトの面を含め、地震対策というものを

取り組んでいるところでございます。以上です。 

●加藤会長 

はい。ありがとうございました。一本いくらですか。 

●柴田委員 

一本ということではなくて、一応箱単位２４本１箱で販売しております。一応お届けを

する形ですと、１，５００円で、窓口に来ていただければ２００円を値引かせていただい

ております。その他高齢者等いろんな条件の中で、値引かさせていただけるものもありま



す。大きくいうとそういう値段になります。 

●加藤会長 

はい。ありがとうございました。皆さん参考にしてください。それでは、次に東邦ガス

さん塚田様お願いします。すいません。 

●塚田委員 

はい。みなさん、こんにちは。東邦ガス美和サービスセンターの塚田と申します。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ座ってお話させていただきます。失礼します。

私ども東邦ガスのほうでも、地震災害の対策ということで、東日本大震災以降そう１う

重要性が叫ばれております。私どもガス業者としましては、それ以前から安全教育とか安

全、安心というのは大変重要な課題で取り組んでおりまして、阪神淡路大震災ですとか、

東日本大震災があった教訓を生かしながら対策を進めております。本日は貴重なお時間を

頂戴しまして、その対策の一環をご紹介のほうをさせていただきたいと思います。 

私ども都市ガスは今、海外から天然ガスをタンカーで輸入しまして、この辺ですと名古

屋港の近辺の基地に備蓄しておりまして、そこから、道路の下にパイプラインを通して各

ご家庭まで都市ガスを供給させていただいております。地震の際ですと、先ほどの資料に

もございましたけど、都市ガスが道路のいろんなガス管が、災害でガスが出なくなると、

復旧にすごい時間が掛かるというようなこともございました。その道路のまず本管のパイ

プラインを従来は鋼管という鉄のような管で硬いものだったのですけど、地震のときにポ

キッと折れて漏れたりするようなことがある。それを今は、ポリエチレンでできたポリエ

チレン管というので埋設をしておりまして、順次そういうのに入れ替えを進めておりま

す。それは、地震の際かなり地面が揺れても一緒に歪んで柔軟性があり、漏れたりするこ

とがなくて、阪神淡路大震災のときもポリエチレン管では被害が全くなかったということ

で、地震には強いということが証明されております。このため、順次入れ替えを進めてお

ります。あと、各ご家庭のガス設備のことですと、ご家庭に一個ずつガスメーターを付け

させていただいているんです。そのガスメーターというのは今、みなマイコンメーターと

いうのが、設置させていただいておりまして、いろんな安全機能がついております。地震

対策で言いますと、大きな地震震度５程度の揺れがありますとそこで、自動的にガスを遮

断する。家の中のガスの供給を止めます。従来ですと、地震のとき揺れを感じましたら火

を止めてくださいというようなことを申しておりましたけども、まずは皆さん身の安全を

図ってください。ということ。それから、火の方を。もし、そんな大きな揺れであればマ

イコンメーターの方でガスを止めております。このため、その辺は安心していただいて結

構だと思います。ただ、そこで揺れたときにガスをメーターのとこでお止めした場合、も

し、ガス設備その揺れで異常がなければ、ガスメーターのとこの復帰ボタンを押す簡単な

操作で、またガスメーターが安全をチェックしまして問題がなければガスをお使いいただ

けるようになる。ただそこで、なんか屋内のガス設備に異常があったり、ガス漏れ等があ

りますと、また駄目だよというふうに止まってしまって使えない。という安全機能が備

わっております。その辺ご家庭の中ではマイコンメーターというもので安全を担保してい

るという対策をとらせていただいております。大きくその二つで安全を担保しておりま

す、それでも大きな地震がございますと、地域全体も大きく先ほどの液状化とかいろんな

ことで建物が倒壊したりする地域がいろいろと出てまいります。そういうときには、ここ

のそういう対策だけでは、難しくて被害の大きい地域は地域ごとガスをお止めしないと被

害が拡大したりするというようなことも起きかねません。そのため、そういう対策にも取

りくまさせていただいておりまして、その場合、今ですと、愛知県と岐阜県と三重県の２

２０万軒ぐらいお客様に供給させていただいておりますけども、全部を止めてしまうと被

害の小さい地域にもご迷惑をおかけします。なるべくそれを細分化して、今ですと６７ぐ

らい数万件ごと、数万戸ごとに分割をしてその被害の大きい地域だけガスの供給をお止め

して、そうじゃない地域はガスの供給を継続するというようなこと、そうしますと、先ほ

ど、大きな災害の時に復旧特別な時間がかかるというようなことお停めする時期を小さく

すれば復旧も早くできます。それも進めさせていただいて、地震の際安全でお使いいただ



ける。もし万が一被害が出たような場合、なるべく早く復旧できるような対策に取りくま

させていただいております。簡単ですが東邦ガスの現状を説明させていただきました。あ

りがとうございました。 

●加藤会長 

はい。ありがとうございました。今のマイクロメーターですか。あれは各家庭全部そう

なっとるんですか。 

●塚田委員 

基本壁用のメーターは全てマイコンメーターになっております。少しずつ機能が違うも

のはありますけど、地震で停まるというのは全部ついております。その代わりマンション

の高層階ですけど、少し揺れが増幅します。小さな地震の際にも停まってしまうようなこ

とがございますが、基本その場合は別に安全面の問題はないのでもう一回ボタンを押して

いただければ、また使えるようになります。どちらかと言えば安全サイドに働くというご

理解をいただいて、小さな地震のときも、停まる場合も稀にございますけど、そういう安

全機能が付いております。 

●加藤会長 

はい。ありがとうございました。それでは次に中部電力さん、加藤様一つよろしくお願

いします。 

●加藤委員 

中部電力中村営業所の加藤です。どうぞよろしくお願いします。それでは座ってお話さ

せていただきます。 

まず、お手元資料の特集２と書いてあるカラー刷りの大規模災害発生時における事業継

続への取り組みをご覧頂きたいと思います。先ほど先生のほうからお話がありましたとお

り、事業継続計画（ＢＣＰ）ということで、中部電力としましては、大規模災害発生時に

おいても電気を安定して安全にお届けする体制を整えております。真ん中のあたりに囲っ

てあるところで中部電力グループにおける事業計画の基本的な考え方ということで、安全

安定的に送るということ、それから１，２，３ってありますけど、災害に強い設備形成、

それから保守保全っていうこと、それから発生した場合の早期復旧とかを、体制整備訓練。

それから新たに知見がありましたら、それを取り入れて順次レベルアップを図っていくと

いう考えに基づいて実施しております。右側に大規模地震、津波対策の考え方っていうこ

とで、事前の対策、発生中の対策、事後対策これは後ほど実際の営業所では、みなさんの

周りにあります電柱電線をどんなふうに復旧するかは後ほど説明させていただきたいと

思います。裏面をご覧頂きまして、右の伊勢湾が描いてある絵の描いてあるところ、先ほ

ど先生のほうからお話がありましたとおり、伊勢湾に非常にたくさんの沿岸に発電所もあ

ります。それぞれ色別に赤は津波の高さ、５～１０とか、黄色は３～５メートルというこ

とで書いてあります。右のほうに書いてあるとおり、内陸部にありますので、尾鷲、三田

はこれちょうど熊野ダムに面しております。他は三河湾の中とか、伊勢湾の奥にあります

ので被害がどれだけ出るかわかりません。重大な被害まではないのではないかなというふ

うに考えており、このような状況であります。それから下に、防災対策の整備ということ

で、いざ地震等が発生しますと、中部電力の場合は震度５弱の地震が発生すると、呼び出

しではなくてそれぞれ個人が自分で情報収集をして自動的に出社する体制を整えており

ます。震度５弱、強、６ということでそれぞれどういう区分か決まっております。自動出

社して早く来た者から体制を整えるということで、防災体制ということで青く書いてあり

ます。地震が起きますと本店、支店それから我々などの第一線事業所ということで、営業

所のほうで体制を作りまして、それぞれ警察さんとか官公庁さん消防さん色々連携をとり

ながら、復旧に当たるということでいろいろ設備を復旧する班とか支援班、安否を確認す

る班等いろいろ役割を決めております。こういった体制で実施していきます。実際に大き

な被害がありますと、被害状況の収集とか把握をするんですけど、どうしても事業所だけ

でできなくなりますと、中部電力管内の三重、岐阜、静岡、長野そういった他の支店から

も応援がありますし、例えば他電力から私も東日本大震災では、三重にも行ってきました



けれど、そんな形で全国内で応援をする体制を整えております。ちょうどここの東海豪雨

のときにも長野のほうから応援来ていただいて、新川グラウンドで復旧した実績もありま

すので、そういった体制を整えております。右のほうに車が霧で霞んでおりますけど、高

圧発電機車ということで、これ確か和歌山のほうだったと思いますが、集落が豪雨等で寸

断、集中豪雨等で寸断されますと、集落が孤立しますのでこういった形で電源車を持って

きまして、電源車で局所的に送電するような、そんな車もそれぞれ事業所保有しておりま

すので、中村営業所も一台保有しております。優先的には病院、避難所はもちろんそうで

すけど官公庁、警察、消防さんを優先的にやるように復旧をしてまいります。 

それから、Ａ４で綴じてある部分をご覧いただいて、こちらが裏側を見ていただきます

とホームページ真ん中に節電のお願いって書いてありまして、右のほうに停電情報と書い

てあります。実際に停電が起きますと、電気がいつつくんだということで、お問い合わせ

が殺到しますので、中々電話も繋がりにくくなります。今ホームページで停電があったと

きには情報公開させていただいてわかるようになっております。ただ、パソコンが停電す

ると使えなくなるって話ですけど、スマートフォンでも見れます。ぜひスマートフォン、

一回中部電力のホームページをご覧いただくと右のほうに停電情報とスマホ版もありま

すので、ご覧頂いてなんかのときにはこういった形で、今どこの地域が止まっているか順

次塗り替えながら情報更新さして、情報提供させていただきます。もし停電したときには

こういった形でご活用いただければと思います。それから、もう一枚のＡ３の配電設備に

係る非常災害に備えた取り組みということでこれは実際我々営業所のほうで電柱電線、皆

さんのご家庭に送る電気をどうやって送電しているかということです、一番左のほうの事

前対策ということで電柱の絵が描いてありますけど、一応これは、設備対策は震度７に相

当するような設備を構築しております。ただ、どうしても台風のときですと、看板が飛ん

できたりとかで、樹木が折れたりとか想定以上の加重がかかると電線が切れる場合もあり

ますので、そういった部分での復旧って言うのは出てきます。液状化も出ますと電柱も揺

れますので、そういった場合でも傾いたりする場合もありますので、そういったところを、

早く見つけて復旧するということで実施しております。それから、右のほうの、発生中の

対策は、実際に作業員が集まって復旧方針を定めているところです。こういった形で、復

旧方針を定めて復旧に入るということで、具体的にどうするかということで、被害発生の

写真をご覧頂くと実際台風で、山が間伐されていませんので、木がものすごく倒れまして、

ずたずたに長野とか静岡のほうがだいぶ台風でやられたんですけど、そういった形で何十

センチとあるような大きな木が倒れますともう電線をひっぱって電柱折れる場合もあり

ます。そういったところを見つけて直すと。それから、実際には次に巡視をしてどこが悪

いかというところを見つけ、それからいろんなトウエネックさん関係業者さんを使って復

旧に当たる。そういう手順で実施していきます。 

それから、あと訓練といたしまして、先ほどお話させていただいた下のほうに全電力会

社１０社ということで、合同で他の電力会社さんと一緒に訓練をします。電力会社がある

と物も違って、使っている電線の種類も違ったりとか材料も違います。そこを短期間でど

ういうふうにやるってことをやりながら、いざって時に備えております。以上災害のこと

ですけど、あとご家庭で実際にどんなところにご注意いただくかというと、冊子の電気の

安心百貨をご覧頂きたいと思います。特にこれの真ん中の右のほうにいろいろ目次があり

ますが、停電のとこをご覧頂きますと、実際に停電したときにご自宅だけが消えたのか、

回りも消えているかっていうことでご判断いただいて、周りの停まっているときはしばら

くお待ちいただいて中部電力も停電したことを感知しておりますので復旧させていただ

きます。回りご近所がついていて自分のところがついてないときには、ブレーカーを見て

いただいてやっていただくと、そのあたりのブレーカーの操作については右のほうの分電

盤というところの次のページのところに操作の方法ありますので、ご覧頂きたいと思いま

す。それから、一番右のほうに災害ってオレンジ色のページをご覧頂きますと、災害があっ

た場合、地震、台風、雷、台風があったときは、まず避難されるときには安全のためにブ

レーカーを切っていただくとか、それから右下のほうにありますけども電線、台風のとき



は切れることもありますので、もし、切れた電線等見つけられましたら、中部電力までご

連絡をいただくようによろしくお願いしたいと思います。以上、長くなりましたけど、中

部電力からは、以上でございます。よろしくお願いします。 

●加藤会長 

はい。ありがとうございました。それでは次にＮＴＴの岩田様よろしくお願いします。

●岩田委員 

はい。ＮＴＴ西日本尾張設備サービスセンターの岩田です。よろしくお願いします。私

どものところでは、犬山から蟹江までの電気通信設備の保守を担当しております。座って

説明させていただきます。愛知県内の防災対策につきましては、名古屋の支店のほうにあ

ります、災害対策室を中心に実施しておりまして、非常連絡網の整備、それから災対本部

要員の呼び出し訓練。それから社員安否確認、メール電話で自動的にシステムで呼び出す

形になっております。それを阪神淡路の地震のとき、それから東日本の３月１１日は防災

の日あるいは抜き打ちという形で年に２回ほど社員の、呼び出し等の訓練をやっておりま

す。それから、防災訓練につきましては、ＮＴＴ西日本の本社の主催のもの、それから東

海ブロックでの東海四件での合同。それから、愛知県主催ということで、年三回ほど防災

訓練を実施しております。それから、ハード面につきましては、先ほど、ガスさんのほう

でもお話ありましたが、地震の揺れで、地下設備の管とかが抜けてケーブルが切れるとい

うことが無いように抜けないような管路設備をしております。それから局社ついても震度

７相当があっても倒壊しないということでやっております。阪神淡路のときには局社は壊

れなかったんですが鉄塔が若干傾いたっていうぐらいで終わっています。それから東日本

のときは局社が津波で丸ごと被災して、窓から津波が入って大船渡とか宇の巣あたりは供

給車が全く流されて機能しないという状態になってしまいますので、現在西日本のほうで

は津波の押し寄せてくるような箇所から局社移転するというような、検討を今やっており

ます。それから、それが起きたときのための、移動電源車とか移動交換機それから衛星車

載局ということで臨時の回線が引けるような形の対策と、被災した公民館等に臨時の回線

を引くための衛星携帯電話の配備等も行っております。それから、被災した人のためとい

うことで、水とか食糧の備蓄も有人のビルには行っております。広域の災害が起きたとき

には、西日本と東日本に今会社が分かれてはおりますけども、先般の東日本の地震のとき

にも愛知県から１０名程度の、重機とともに駿河からフェリーに乗って岩手まで渡りまし

た。岩手県に拠点を置いて、大船渡と宇の巣の一番被災のひどかったところの仮復旧とそ

れから本復旧の設計を、支援しております。東南海、南海が起きたときにも東日本の会社

のほうから支援というような形になると思います。以上です。 

●加藤会長 

はい。ありがとうございました。それでは、せっかくの機会ですので、みなさん何かご

質問がございましたら、ご発言をお願いします。 

●各委員 

（質問なし） 

●加藤会長 

よろしいですか。 

では、最後に山岡先生総括してご意見等ありましたら、すいません。 

●山岡専門委員 

はい。総括といってもあれですが、やはり、災害対策は自助、共助、公助これが基本で

す。どんなに大きな地震が起きても、やはり対策の取れていないところは、ピンポイント

で正直に被害を受けるということがございますので、まずは、それぞれのご家庭あるいは

事業所においてまず自分のところで対策をとってもらう。それでできないところは地域等

でそれか自主防災会と協力をして対策を立てる。それでもどうしようも無いところは、市

とか県とか国にお願いするということであります。これを逆にやってはいけないわけで、

何もしないで国がやってくれ、市でやってくれは駄目でまず自分からやるということで、

自助、共助、公助その順番でぜひ、地域防災力をあげていただければと思います。対策し



たことだけのことは必ずあると思いますので、時間は掛かるかもしれませんが早急にお願

いしたいと思います。以上です。 

●加藤会長 

ありがとうございました。また各社の方防災対策についてお聞かせいただきましてあり

がとうございました。皆さん方のそういったご意見とかは、今後の清須市の地域防災計画

の見直しの中で生かさせていただきたいと思います。それでは、次に議事の２番目でござ

いますが、平成２５年度の清須市総合防災訓練について事務局から説明してください。 

●事務局 

（事務局より資料２の説明） 

●加藤会長 

資料２について説明しましたが、ご意見ご質問は、ございませんか。 

●各委員 

（質問なし） 

●加藤会長 

よろしいですか。はい。では無いようですので、平成２５年度の清須市総合防災訓練に

ついては、報告説明を終わります。 

次に議事３平成２５年度の防災事業計画について事務局から説明してください。 

●事務局 

（事務局より資料３の説明） 

●加藤会長 

資料の防災事業計画の報告が終わりましたが、何かご意見ご質問は、ございませんか。

●各委員 

（質問なし） 

●加藤会長 

よろしいでしょうか。ご意見も無いようですので、平成２５年度の防災事業計画につい

て、これで終わらさせていただきます。 

次に議事の４について事務局から説明してください。 

●事務局 

（事務局よりその他の説明） 

●加藤会長 

以上で本日の会議議事を全て終了いたしました。会議を終了いたします。長時間にわたり

まして慎重審議誠にありがとうございました。それではあと、事務局のほうでお願いしま

す。 

●事務局 

はい。どうも皆様長時間にわたりありがとうございました。それでは、これをもちまして、

平成２５年清須市第一回の防災会議を閉会いたします。長時間にわたり誠にありがとうご

ざいました。 
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